
八丈町農業委員会 

第 1回総会議事録 
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1.

2.場  所：八丈町役場大会議室 

3.農業委員出席：１３名

会長 １４ 沖山 慶孝 委員 ７ 菊池 家司 

会長職務代理者 １３ 山下 譽 〃 ８ 沖山 宗春 

委員 １ 磯崎 正 〃 ９ 青木 保憲 

〃 ２ 伊勢崎 武二 

〃 ３ 浅沼 實 

〃 ４ 浅沼 博之 

〃 ６ 菊池 寛 

4.農業委員欠席：4 名、5番 菊池 國仁委員、11番 菊池 勝男委員、10 番 浅沼 大二郎委員、

 12番 奥山 完己委員 

5.農地利用最適化推進委員出席：７名

委員 ２ 大澤 正雄 委員 ６ 笹本 守彦 

〃 ３ 浅沼 隆章 〃 ７ 加藤 純生 

〃 ４ 浅沼 孝教 

 〃 ５ 菊池 睦男 

6.農地利用最適化推進委員欠席：1名、1番 奥山 利平推進委員

7.会議録署名委員の指名：1 番 磯崎 正委員、2番 伊勢崎 武二委員

8.議事

1) 報告第１号 会長活動報告

2) 報告第２号 事務局長活動報告

3) 議案第１号 農地法第 3条の規定による許可申請について

4) 議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について（利用権貸借）

5) 議案第３号 平成 28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び平成２９年度の目標及

びその達成に向けた活動計画について 

6) 議案第４号 平成 29年度八丈町農業委員会活動目標の決定について

9.出席事務局職員：事務局長 沖山 昇、次長 金川 智亜樹、主査 佐々木 恒

601740
タイプライターテキスト

601740
タイプライターテキスト

601740
タイプライターテキスト
開催日時：平成２９年４月２５日（火） １５：００～１６：５０
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10.農業委員会等に関する法律第３９条による出席者 

 

 

11.傍聴人：0名 

 

 

［会議内容］ 

 

議長 ただいまから八丈町農業委員会第１回総会を開催いたします。まず、会議録署名委員ですが

1 番、2番お願いいたします。次に会長活動報告を行います。 

 

会長 《会長活動報告》 

 

    議長 次に事務局長活動報告をお願いします。 

 

事務局長 《事務局長活動報告》 

 

    議長 それでは議件に入ります。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を上程いたします。 

事務局説明願います。 

 

主査  番号 1、・農地の所在 大字●●●番・登記畑・現況畑農振区分農振外面積 449平方ﾒｰﾄﾙ 

合計筆数 1筆となり合計面積は 449 平方ﾒｰﾄﾙとなります。 

譲渡人●●●●は自身が勤め人であり就農・耕作できない状況であるため、農地を譲り渡

す。譲受人●●●●は申請地を購入し、農地として有効利用する。作付予定作物は、イモ類

の耕作を計画されておられます。売買価格ですが、北東に隣接する極小三角地の宅地と組み

合わせて 300 万とのお話です。２筆合計面積は約５００㎡で純粋な農地売買とは異なる点、

譲渡人と譲受人が親族関係にあると伺っており、あまり参考にはならないかと思われますが、

500平方メートルを割り返すと㎡ 6,000円（坪１万 8千円）ということになります。 

番号 2農地の所在大字●●●番 登記、畑 現況、畑 農振区分農振外面積 369.00 平方ﾒ

ｰﾄﾙ合計筆数 1筆となり合計面積は 369平方ﾒｰﾄﾙとなります。 

譲渡人●●●●は譲渡人は高齢により自身での経営規模を縮小するため為、農地を譲受

人へ譲り渡す。 

譲受人●●●●は譲受人は申請地を購入し、新規就農者として有効利用する。 

作付予定作物は、ストレチアの耕作を計画されておられます 番号 3 農地の所在 

大字●●●番 登記、畑 現況、畑 農振区分、農用内面積 1,192平方ﾒｰﾄﾙ 

合計筆数 1筆となり合計面積は 1,192 平方ﾒｰﾄﾙとなります。 

譲渡人●●●●は譲渡人は経営規模を縮小していきたいため、農地を譲受人に 売り渡
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す。 

譲受人●●●●は譲受人は申請地を購入し、農地として有効利用する。 

作付予定作物は、サトイモ サツマイモの耕作を計画されておられます 

続きまして、申請地の説明に移ってまいります。… 

 

議長  説明が終わりました。番号 1農地について推進委員 5 番、意見を伺います。 

 

推進委員５番 ただいま説明ありましたが許可に全く異存はないと思います。 

 

議長 続いて委員 6番、意見を伺います。 

 

農業委員６番 譲渡人は島外に住んでおり、利活用できないため、本件の農地を譲受人に農地として使って

もらいたいとの意向を伺っております。許可に問題ありません。 

        

議長 続いて番号 2農地について推進委員 2番、意見を伺います。 

 

推進委員３番 この農地に関しまして譲渡人の高齢化に伴って遊休農地化されている状況になっております

ので、年齢が若い譲受人に畑として活用していただくことは、有意義なことかと思われます。

許可に異存ありません。 

 

議長 続いて農業委員 4番、意見を伺います。 

 

農業委員４番 現地確認に行って参りましたところ、現在この農地に通ずる道に関しまして、ホタル水路か

ら向かいますと、重機を活用しないと入れないので大変な労力は必要になってくるかと思わ

れますが、●●地域農業者のロベ出荷を手伝ってこられたことは伺っており、その経験を活

かされるであろうと見込まれますので問題ないと思います。 

     

議長 他にご意見ございますか。 

 

議長 ご意見なければ議案第 1号を許可することにご異議ございますか。 

《異議なしの声多数》 

議長 異議なしと認め、議案第 1号は許可することに決しました。 

 

議長 続いて、議案第 2号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について(利 

用権賃借)」を上程いたします。 

事務局説明願います。 

 

    主査 議案第 2号、農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について（利用権貸 

借）、農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の規定により、下記農用地利用集積計画の決定 
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について意見を求めます。 

平成 29年 4 月 25日 

八丈町農業委員会 会長 沖山慶孝 

・番号 1 農地・農地の所在、大字番地●●●・登記、山林・現況、畑 

・農振区分、農用内・面積、7,444㎡ 

・合計筆数は 1 筆となりで 7,444 ㎡になります。 

・内容、更新 

・利用権を設定する者、名前●●●● 

・利用権設定を受ける者、名前●●●● 

・利用目的、ｱｼﾀﾊﾞ畑 

・期間、平成 29年 5月 1日からの 5年間 

・年間賃借料、無償 

 

・番号 2 農地・農地の所在、大字番地●●●・登記、畑・現況、畑 

・農振区分、農用内・面積、686 ㎡ 

・合計筆数は 1 筆となりで 686㎡になります。 

・内容、新規 

・利用権を設定する者、名前●●●● 

・利用権設定を受ける者、名前●●●● 

・利用目的、観葉鉢物畑 

・期間、平成 29年 5月 1日からの 10 年間 

・年間賃借料、無償 

 

続いて農地の場所を説明します。 

番号 1農地につきましては 

2 ページ目に縮小図 3ページの位置図をご確認ください。 

       【番号 1申請地説明】 

番号 2農地につきましては 

4 ページ目に縮小図 5ページの位置図をご確認ください。 

【番号 2 申請地説明】 

3 ページに農地図がございますので確認ください。 

最後に確認事項ですが、今回利用権設定を受ける方、両名ともに認定農業者ですので、全部

効率利用、常時従事については問題ありません。 

説明は以上です。 

 

議長 説明が終わりました。推進委員 4番、意見を伺います。 

 

推進委員４番 この場所は以前利用権設定を受ける方が、農地として利用されている場所でもありますので

問題ないと思います。 



- 5 - 

 

 

議長 続いて農業委員 8番、意見を伺います。 

 

農業委員８番 この農地は何十年か前に開発した農地となりますが、フリージア、ロベレニー、アシタバと

耕作が続きはしたものの、暫く休耕が続き竹藪になってしまいましたところを再度アシタバ

農場として利用したいと、利用権設定を受ける方が一生懸命耕作されている様子を伺ってま

いりましたので、引き続き利用権設定することに異存ありません。 

 

議長 続いて番号 2農地について、推進委員 6番、意見を伺います。 

 

推進委員６番 利用権設定を受ける方は就農従事に頑張っておられる様子を伺っております。対象農地は現 

在、ロベも大きく、竹藪になってしまっておりますが、開墾して農地として有効利用される 

ものと思われますので 問題ないと思います。 

 

議長 続いて番号 2農地について委員 1番、意見を伺います。 

 

農業委員１番 利用権設定される方と利用権設定を受ける方は親族関係にあたる模様です。対象農地には 

現在ホンコンが植えられており、随時鉢物用に切り出しを行っていく意向があるようです。  

開墾しても竹の繁殖が激しい土地ではあるようですが、利用権設定を受ける方の鉢物の栽培 

技術は非常にすばらしく、その技術を以って農地として有効利用されるものと見込ますので 

問題ないと思います。 

 

議長 他にご意見ございますか。 

 

議長 ご意見なければ議案第 2号を承認することにご異議ございますか。 

《異議なしの声多数》 

議長 異議なしと認め、議案第 2号、については承認と決しました。 

 

議長 続いて、議案第 3号「平成 28 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び、平成

29 年度の目標及びその達成に向けた活動計画の決定について」を上程いたします。 

事務局説明願います。 

 

    主査 議案第３号、平成 28 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び、平成 29 年度 

の目標及びその達成に向けた活動計画の決定について、上記議案を提出する。 

平成 29年 4 月 25日、八丈町農業委員会 会長 沖山慶孝 

別紙のとおり、本件については、農林水産省経営局長からの通達により、農業委員会の適正 

な事務実施を行うことを目的として、毎年、活動計画を定め、その点検評価を行うこととし 

ているために提出いたします。 

前回総会、協議第 1 号にて平成 28 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び、 
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平成 29 年度の目標及びその達成に向けた活動計画の決定についての案を決定いたしました。 

この案を、町ホームページに掲載し４月３日から１７日まで、住民の意見と要望の募集を行 

いましたが、意見と要望はありませんでしたので、修正をせずに、別紙のとおりに決定でよ

ろしいでしょうか。 

また、農業委員会等に関する法律の第 37条（情報の公表）にて、農業委員会は、その運営の 

透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進 

の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の 

適切な方法により公表しなければならない。とあり、農林水産省経営局通知「農業委員会事 

務の実施状況等の公表について」より、活動の点検・評価及び活動計画については、市町村 

のホームページ等で 5 月 31 日までに公表することが適当となっておりますので、5月 1日か 

ら、この平成 28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び、平成 29 年度の目 

標及びその達成に向けた活動計画を、町ホームページにて公表します。 

説明は以上です。 

議長 説明が終わりました。ご意見等ございますか。 

 

議長 ご意見なければ議案第 3号を決定することにご異議ございますか。 

《異議なしの声多数》 

議長 異議なしと認め、議案第 3号については決定といたします。 

 

主査 議案第４号、平成 29 年度八丈町農業委員会活動目標について、上記議案を提出する 

平成 29年 4 月 25日、八丈町農業委員会 会長 沖山 慶孝 

別紙のとおり、本件については、平成 29年度八丈町農業委員会の活動目標とするために提出 

いたします。 

 

次の 1ページの平成 29年度八丈町農業委員会活動目標（案）をご覧ください。 

4 月 1 日の臨時総会にて担当委員を設置していただく時に、一度目標案を提示しております 

が、もう一度説明させていただきます。 

 

平成 27年 8 月 28日に農業委員会法の一部改正が可決・成立し、制度発足以来の大改正とな 

る新たな農業委員会制度が前年度よりスタートいたしました。 

この新たな制度は、公選制や建議の廃止、農地利用最適化推進委員の設置が義務づけられた 

ものの、農地利用の最適化に重点を置き、その実現のために、農業委員会の新たな役割とし 

て関係行政機関等へ意見の提出を行い、関係行政機関はその意見を考慮することが規定され 

たほか、これまでの活動を引き続き推進する内容となっています。 

これらを踏まえ、本年度の活動目標については、5ページの 2 月に実施された農業者大会で 

決議された内容より、2 ページから 4ページの平成 29 年度農業委員会活動推進要領から、農 

地の利用促進と担い手支援の２つを柱として昨年度に引き続き、作成しております。 

平成 29年度八丈町農業委員会活動目標（案） 
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重点目標 1、農地パトロールを積極的に実施し、農地の利用促進を図る。 

具体的な内容については、①農地パトロールの積極的な実施、②農地流動化の促進、主担当 

委員は農地流動化担当になります。 

 

続いて重点目標 2、共撰共販体制の確立。具体的な内容については、①現状の共撰共販体制の 

利点・問題点の確認、解決案の提言、②農協へ共撰共販体制改善への提案、③共撰共販のＰ 

Ｒ、主担当委員は共撰担当になります。 

 

重点目標 3、担い手確保にむけて、指導等に積極的に協力する。具体的な内容については、① 

八丈町農業担い手育成研修センターへの協力、②担い手との情報交換、③就農希望者の積極 

的な受入れ、主担当委員は担い手担当になります。 

 

重点目標 4、農業委員会組織として、的確な情報収集と把握及び整理を行う。具体的な内容に 

ついては、①座談会の開催及び内容等の検討、②意向調査回答の意向（意見）の収集分析、 

③関係行政機関等に対する意見の提出 を挙げておりますが、意向調査回答の意向（意見） 

の収集分析については、農業委員会委員の皆さま、及び当事務局一丸となって遊休農地の意 

向調査を行ってまいりましたわけですが、その回答がある程度の数量戻ってきつつございま 

す。返信なされた回答書の中には、売買や無償貸与などの記載もありますので、事務局とい 

たしましてはその売買や無償貸与の意向も記録として残しておきたいと考えております。つ 

きましては、集約した情報が意向調査のみならず、情報の利活用をできるよう座談会担当委 

員を主として分析いただければと考え、目標にあげさせていただきました。③関係行政機関 

等に対する意見の提出、主担当委員は座談会担当になります。 

 

重点目標 5、農業・農地の諸制度および情勢等の的確な情報提供・発信を行う。具体的な内容 

ついては、①農業委員会だよりの編集、②農業委員会ホームページの編集、主担当委員は農 

業委員会だより編集担当になります。 

②農業委員会ホームページの編集におきましては、新制度により総会議事録等のインターネ 

ットを利用しての公表が義務づけられている事、農地利用最適化推進委員の新設により役割、 

活動等の情報提供が求められている事から農業委員会のホームページを作成し情報提供を行 

っていくことを目標案にあげさせていただきました。 

 

重点目標 6、新品種の産地化にむけて、情報収集と各農家への情報提供に努める。具体的な内 

容については、①先進地視察を実施し、各農家へ情報提供する、②新種苗の研究を各機関に 

要請・協力する、主担当委員は視察担当になります。 

 

資料 2ページからの推進要領の活動部分と合せて、重点目標番号に色を付けておりますので 

合わせて確認願います。 

説明は以上です。 
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議長 説明が終わりました。ご意見等ございますか。 

 

議長 ご意見なければ議案第 4号を決定することにご異議ございますか。 

《異議なしの声多数》 

議長 異議なしと認め、議案第 4号、については決定といたします。 

 




